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令和７年度補正予算等に係る国土交通省所管事業の執行における 

入札・契約業務等の円滑な実施について 

 

 令和７年度補正予算等に係る国土交通省所管事業の執行については、令和７年 12月 16

日付け国会公第 183 号により事務次官より各地方整備局等あて通知されているところで

あるが、「「強い経済」を実現する総合経済対策」(令和７年 11 月 28 日閣議決定)に基

づき、今般の補正予算に「防災・減災及び国土強靱化の推進」に係る予算が措置された

こと等を踏まえ、地域における公共工事の品質確保やその担い手の中長期的な確保・育

成に配慮しつつ、迅速かつ適切な執行の観点から、このうち記１から記３までの事項に

ついては、下記に定めるところによることとする。なお、円滑な事業執行に向けて、原

材料費等の高騰を踏まえた対応については、「直轄工事における労務費、原材料費、エ

ネルギーコスト等の取引価格を反映した適正な請負代金の設定や適正な工期の確保につ

いて」（令和４年４月 26 日付け、国会公契第３号、国官技第 26 号、国営管第 37 号、国

営計第 22 号、国港総第 56 号、国港技第５号、国空予管第 82 号、国空空技第 29 号、国

空交企第 17 号、国北予第６号）等を踏まえ、価格や工期の設定について、契約変更（い

わゆるスライド条項による変更を含む）を含めて適切に対応すること。 

 

記 

 

１．入札・契約手続の効率化等 

 入札・契約手続の実施に当たっては、「令和７年度における国土交通省直轄事業の

入札及び契約に関する事務の執行について」（令和７年４月４日付け国官総第 313

号、国官会第 25083 号、国官技第 576 号、国営管第 630 号、国営計第 176 号、国北予

第 37 号）による他、次の(1)から(4)までにより、事務の改善及び効率化並びに手続に

要する期間の短縮に努めること。 

 

(1) 一括審査方式の積極的活用 

 総合評価落札方式における企業の技術力審査・評価を効率化するため、提出させ

る技術資料（施工計画及び技術提案を含む。）の内容を同一のものとすることがで

きる一括審査方式を積極的に活用すること。 

 

（2）総合評価落札方式における企業等の評価項目の適切な設定 

   総合評価落札方式のうち施工能力評価型では、「国土交通省直轄工事における総

合評価落札方式の運用ガイドラインについて」（平成 25 年３月 26 日付け国地契第

109 号、国官技第 296 号、国営計第 121 号、国北予第 53 号）及び「港湾空港等工事

における総合評価落札方式の運用ガイドラインについて」（平成 27 年３月 16 日付

け国港総第 455 号、国港技第 106 号）において、企業・技術者（以下「企業等」と

いう。）の能力等の評価項目は、施工実績、工事成績及び表彰を必須とし、必要に

応じて、企業等の施工能力を判断できる項目を適宜設定することとしているところ

であるが、十分な技術力を持つにもかかわらず評価対象となる工事成績や表彰を持

たない企業等に対しても受注機会の拡大を図るため、工事の規模や受注状況、地域

の実情等を踏まえ、各地方整備局で試行されている実績等にとらわれない評価方式



 

（直轄実績のない担い手の参入を促す方式等）を積極的に活用し、企業等の評価項

目の適切な設定に努めること。 

 

(3) 入札書及び技術資料の同時提出の取扱い 

 入札書及び技術資料の同時提出については、「高知県内の入札談合事案を踏まえ

た入札契約手続の見直しの実施について」（平成 26年２月６日付け国地契第 61号、

国官技第 256 号、国営計第 110 号、国北予第 39 号）又は「高知県内の入札談合事案

を踏まえた入札契約手続の見直しの実施について」（平成 26 年 3 月 11 日付け国港

総第 555 号、国港技第 117 号）の規定にかかわらず、令和７年度補正予算による工

事に適用しなくても差し支えないこととすること。 

 

（4）手続期間の短縮 

総合評価落札方式の実施における手続期間については、「国土交通省直轄工事に

おける総合評価落札方式の運用ガイドラインについて」、「航空局等直轄工事にお

ける総合評価落札方式の運用ガイドラインの制定について」（平成 25 年 10 月 24 日

付け国空予管第 329 号、国空安保第 425 号）又は「港湾空港等工事における総合評

価落札方式の運用ガイドラインについて」に記載されている標準的な日数によら

ず、令和７年度補正予算による工事においては、競争性の確保に留意しつつ、事務

手続きに要する日数を精査の上で、必要に応じて設定できることとすること。 

 

２．円滑な事業執行 

 事業の執行に当たっては、「令和７年度における国土交通省直轄事業の入札及び契

約に関する事務の執行について」による他、次の(1)から(7)までにより、円滑な事業

執行のための入札及び契約事務の適切な実施に努めること。 

 

(1) 施工時期等の平準化 

「施工時期等の平準化に向けた計画的な事業執行について」（平成 27 年 12 月 25

日付け国官総第 186 号、国官会第 2855 号、国地契第 43 号、国官技第 255 号、国営

管第 355 号、国営計第 75 号、国北予第 25 号）に基づき、早期かつ円滑な事業執行

を図るとともに、休日等の不稼働日や準備期間等を考慮した適切な工期の設定、翌

債等の繰越制度の適切な活用等により、施工時期等の平準化に努めること。個別補

助事業についても、「施工時期等の平準化の推進について」（令和３年４月 21 日付

け国官会第 284 号、国官技第 13 号、国北予第９号）に基づき、施工時期等の平準化

に努めること。 

また、余裕期間制度については、上記通知を踏まえ、柔軟な工期の設定等を通じ

て建設資材や建設労働者などが確保できるよう、原則として活用に努めること。 

 

（2）円滑な事業執行のための国庫債務負担行為（事業加速円滑化国債）の活用 

国土強靱化基本法第 11 条の２に基づく国土強靱化実施中期計画に位置づけられた

事業や大規模災害からの復旧等に関する事業について、着実な事業の実施が求めら

れているところであり、補正予算を活用してこれらの事業を実施する際は、「国土

交通省所管事業の執行における円滑な事業執行のための国庫債務負担行為の運用に



 

ついて」（令和３年 11 月 30 日付け国官会第 15526 号、国官技第 214 号、国営管第

476 号、国営計第 134 号、国港総第 455 号、国港技第 57 号、国空予管第 596 号、国

空空技第 338 号、国空交企第 192 号、国北予第 38 号）に基づき、適切に対応するこ

と。また、補助事業についても、「国土交通省所管補助事業における事業加速円滑

化国債の活用を踏まえた債務負担行為の活用による円滑な施工確保について」（令

和４年９月 22 日付け国官会第 12248 号、国官技第 182 号、国北予第 30 号）に基づ

き、適切に対応すること。 

 

(3) 発注見通しの速やかな公表の徹底 

 令和７年度補正予算による工事及び建設コンサルタント業務等に係る発注の見通

しについて、円滑な事業執行の観点も踏まえ、「工事に係る発注の見通しに関する

事項の公表について」（平成 13年３月 30日付け国官会第 1428号、国官地第 25号）

及び「建設コンサルタント業務等に係る発注予定情報の公表について」（平成７年

４月 17 日付け建設省厚契発第 16 号、技調発第 75 号、営建発第 34 号）又は「建設

コンサルタント等に係る発注予定情報の公表について」（平成７年９月 22 日付け港

管第 2091 号、港建第 794 号）に基づき、補正予算成立後速やかに公表することを徹

底すること。 

 

（4）発注者間の連携体制の強化等 

発注者間の協力体制については、建設業者における計画的な技術者の配置や円滑

な資機材の調達を図るため、発注見通しを統合して公表するなど、発注者間の一層

の連携に努め、発注者共通の課題への対応や各種施策の推進を図ること。 

 

(5) 災害復旧に関する工事における適切な入札契約方式の適用等 

 早期かつ確実な施工が可能な者を短期間で選定することが求められる災害復旧に

関する工事においては、公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成 17 年法律第

18号）第７条第１項第４号、「発注関係事務の運用に関する指針」（平成 27年１月

30 日公共工事の品質確保の促進に関する関係省庁連絡会議申合せ）、「災害復旧に

おける適切な入札方式の適用ガイドラインについて」（令和７年４月１日、国会公

契第 52 号、国官技第 587 号、国官総第 336 号、国営管第 645 号、国営計第 177 号、

国港総第 801 号、国港技第 132 号、国空予管第 1868 号、国空空技第 592 号、国空交

企第 488 号、国北予第 39 号）及び「直轄事業における災害発生時の入札・契約等に

関する対応について」（令和３年４月 22 日付け国会公契第４号、国官技第 58 号、

国官総第６号、国営管第 58 号、国営計第 18 号、国港総第 46 号、国港技第５号、国

空予管第 42 号、国空空技第 19 号、国空交企第 14 号、国北予第 10 号）に基づき、

工事の緊急度や実施する企業の体制等を勘案し、最適な契約相手を選定できるよ

う、適切な入札契約方式を適用するとともに、実態を踏まえた積算や発注関係事務

の負担軽減等、被災の状況や地域の実情を踏まえた必要な措置を講ずること。 

 

(6) ICTを全面的に活用した工事の推進 

 建設現場における生産性を向上させ、魅力ある建設現場を目指す i-Construction

の推進のため、「i-Construction における「ICT の全面的な活用」について」（令



 

和６年３月 21 日付け国官技第 817 号）及び「「港湾事業における ICT の全面的な活

用の推進に関する実施方針」について」（令和 7 年 3 月 27 日付け国港技第 123 号）

に示された実施方針、「「官庁営繕事業における生産性向上技術の活用方針」の改

定について」（令和 7 年３月 24 日付け国営計第 168 号、国営整第 194 号、国営設第

188 号）に示された活用方針並びに「i-Construction における「ICT の全面的な活

用」の実施要領等について」（令和６年３月 26 日付け国技建管第 17 号、国技建調

第２号、国技施第 35 号）に基づき、中小企業を対象とする工事を含めて ICT を全面

的に活用した工事等を積極的に実施し、建設現場におけるプロセス全体の最適化を

図ること。 

 

（7）前金払及び中間前金払の活用 

資金需要の増加を踏まえ、円滑な工事代金の流通によって施工体制の確保を図る

ため、前金払及び中間前金払の活用推進に取り組むこと。 


